
 

 

 

マイナンバーカードを保険証として利用できるように登録することで、保険証等を持参

することなく医療機関・薬局を受診できますので、是非ご活用ください。なお、当院では医

療DX の一環として行われるオンライン資格確認の機能を活用し、必要に応じて医師等が、

患者さんから同意を得た特定診療情報、薬剤情報並びに受診歴等を診療の補助に充て医療

を提供するという仕組みを構築しております。 

当院ではこの仕組みを活用し、より質の高い医療が提供できるよう取り組んでおり、こ

れらを評価する医療 DX 推進体制整備加算を取得しています。 

平塚市民病院 病院長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバーカード保険証利用時のご案内 

（医療DX推進体制整備加算について） 

 



 


